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○松本市建設工事一般競争入札実施要綱 

平成１０年３月９日 

告示第２９号 

改正 平成１３年８月７日告示第３９２号 

平成１６年３月２６日告示第９６号 

平成１９年５月３１日告示第２８８号 

平成２０年５月３０日告示第３４１号 

平成２３年７月１１日告示第３７０号 

平成２４年３月３０日告示第１９３号 

平成２７年３月３１日告示第１３５号 

平成２８年３月３１日告示第７４号 

平成２９年３月３１日告示第９８号 

令和４年１２月２７日告示第４４１号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、入札制度の一層の公平かつ透明性の確保を図るため、本市が発注する

建設工事のうち、一定金額以上の建設工事について、一般競争入札を実施するため、松本

市財務規則（平成３年規則第１０号。以下「財務規則」という。）に定めるもののほか必

要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、一般競争入札とは、本市が発注する建設工事について、一定の

資格を満たしていると確認されたすべての者が参加できる入札をいう。 

（対象工事） 

第３条 一般競争入札の対象とする建設工事（以下「対象工事」という。）は、設計金額が

１億５，０００万円以上のもののうちから、松本市業者指名審査委員会（以下「審査委員

会」という。）において指定する。 

（参加資格） 

第４条 一般競争入札に参加することができる者（共同企業体を結成する場合においては、

その構成員）に必要な資格（以下「参加資格」という。）は、次に掲げるとおりとし、入

札公告日から落札決定日までの間、当該参加資格を有していなければならない。 

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「政令」という。）第１６７

条の４の規定に該当しない者であること。 
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（２） 松本市建設工事入札制度合理化対策要綱（昭和４２年告示第１１号）第８条の規

定による建設工事入札参加資格者名簿又は松本市建設工事共同企業体運用要綱（平成８

年告示第２２７号。以下「運用要綱」という。）第８条の規定による経常建設共同企業

体入札参加資格者名簿に登載された者であること。 

（３） 有効な経営事項審査結果通知書、総合評定値通知書又は経営規模等評価結果通知

書及び経営状況分析結果通知書（以下「経審結果通知書等」という。）の交付を受けて

いる者であること。 

（４） 松本市建設工事等入札参加者に係る指名停止要領（平成９年訓令甲第１号。以下

「停止要領」という。）第１条の規定による指名停止の措置を受けていない者であるこ

と。 

（５） 対象工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資金面等においては密接な

関係があると認められる者でないこと。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この

限りでない。 

（６） 対象工事の許可業種に係る建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２６条に規

定する監理技術者又は主任技術者を有し、これらの技術者を専任で配置できる者である

こと。 

（７） 経営状態が不健全であると認められる者でないこと。 

（８） 同一の一般競争入札において、次のいずれかに該当する者が参加していないこと。 

ア 会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第３号及び第４号に規定する親会社と子

会社又は親会社を同じくする子会社同士の関係にある者 

イ 一方の会社役員が他方の会社役員又は他方の会社の管財人を現に兼ねている者 

（９） 停止要領別表第２第１項第１号及び第２号に規定する代表役員等及び一般役員等

が松本市暴力団排除条例（平成２４年条例第３号）第２条第２号に規定する暴力団員又

は同条例第６条第１項に規定する暴力団関係者でないこと。 

２ 市長は、前項に定めるもののほか、対象工事ごとの参加資格として、次に掲げる事項を

定めることができるものとする。 

（１） 対象工事の許可業種に係る経審結果通知書等の総合評点又は長野県建設工事入札

参加資格の資格総合点数 

（２） 対象工事の許可業種に係る建設業法第１５条に規定する特定建設業の許可の有無 

（３） 対象工事の許可業種に係る工事請負業者の資格を定める場合の総合点数の算定要

領（昭和４１年建設省厚第７９号）に規定する技術評価点数 
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（４） 経審結果通知書等の経営状況の評点 

（５） 本店、支店及び営業所等の所在地の要件 

（６） 元請としての施工実績 

（入札参加資格確認申請） 

第５条 一般競争入札への参加を希望する者は、松本市建設工事一般競争入札参加資格確認

申請書（様式第１号）、参加資格確認調書（様式第２号）、工事の施工実績書（様式第３

号）、配置予定技術者一覧表（様式第４号）及び経審結果通知書等の写し並びに運用要綱

第４条に規定する特定建設工事共同企業体にあっては、前記のほかに特定建設工事共同企

業体協定書（様式第５号）、委任状（様式第６号）、使用印鑑届（様式第７号）及び特定

建設工事共同企業体構成員資格調書（様式第８号）（以下「申請書等」という。）を市長

に提出し、入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。 

（入札参加資格審査） 

第６条 市長は、前条の規定により申請書等の提出を受けたときは、入札参加資格の有無に

ついて審査するものとする。 

（入札参加資格通知） 

第７条 市長は、前条の規定により審査した結果を、松本市建設工事一般競争入札参加資格

確認通知書（様式第９号）により申請書等を提出した者に通知するものとする。 

２ 入札参加資格を認められなかった者は、市長に対して文書でその理由について説明を求

めることができるものとする。 

３ 市長は、前項の規定により説明を求められたときは、その理由を文書により回答するも

のとする。 

（入札参加資格の喪失） 

第８条 市長は、入札参加資格を有すると認めた者（以下「入札参加資格者」という。）が

次の各号のいずれかに該当したときは、当該入札参加資格を取り消すものとする。 

（１） 政令第１６７条の４第１項に該当するに至ったとき。 

（２） 第５条の規定により提出された書類に、虚偽の記載をしたことが明らかになった

とき。 

（３） 停止要領の規定により指名の停止を受けたとき。 

２ 市長は、前項の規定により入札参加資格者が一般競争入札の参加者資格を喪失したとき

は、当該入札参加資格者に対して、その旨を通知するものとする。 

（説明会の開催） 
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第９条 市長は、必要があると認めたときは、対象工事の内容等に関する説明会を開催する

ことができるものとする。 

（公告） 

第１０条 市長は、一般競争入札を実施しようとするときは、財務規則第１０６条各号に掲

げる事項のほか、一般競争入札に必要な事項を公告する。 

（設計図書等の閲覧等） 

第１１条 設計図書等の閲覧、貸出又は配布の期間及び方法は、前条の規定による公告の文

書に記載する。 

２ 設計図書等に対する質問等は書面により行うものとし、回答書は閲覧に供するものとす

る。 

（工事費内訳書の提出） 

第１２条 対象工事の入札をしようとする入札参加資格者は、初回の入札において、入札額

の積算資料として工事費内訳書を作成し、自己の名を表記し、入札の日時までに入札の場

所へ提出しなければならない。 

（入札参加資格者名の非公開） 

第１３条 一般競争入札の入札参加資格者名は、入札が終了するまで非公開とする。 

（補則） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成１０年４月１日から施行する。 

附 則（平成１３年８月７日告示第３９２号） 

この告示は、平成１３年８月７日から施行する。 

附 則（平成１６年３月２６日告示第９６号） 

この告示は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年５月３１日告示第２８８号） 

この告示は、平成１９年６月１日から施行する。 

附 則（平成２０年５月３０日告示第３４１号） 

この告示は、平成２０年６月１日から施行し、同日以後に公告する入札から適用する。 

附 則（平成２３年７月１１日告示第３７０号） 

この告示は、平成２３年７月１１日から施行し、同日以後に行う入札の公告に係るものか

ら適用する。 
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附 則（平成２４年３月３０日告示第１９３号） 

この告示は、平成２４年４月１日から施行し、同日以後に行う入札の公告に係るものから

適用する。 

附 則（平成２７年３月３１日告示第１３５号） 

この告示は、平成２７年４月１日から施行し、同日以後に行う入札の公告に係るものから

適用する。 

附 則（平成２８年３月３１日告示第７４号） 

この告示は、平成２８年４月１日から施行し、同日以後に行う入札の公告に係るものから

適用する。 

附 則（平成２９年３月３１日告示第９８号） 

この告示は、平成２９年４月１日から施行し、同日以後に行う入札の公告に係るものから

適用する。 

附 則（令和４年１２月２７日告示第４４１号） 

この告示は、告示の日から施行する。 
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様式第１号（その１）（第５条関係） 

様式第１号（その２）（第５条関係） 

様式第１号（その３）（第５条関係） 

様式第２号（第５条関係） 

様式第３号（第５条関係） 

様式第４号（第５条関係） 

様式第５号（第５条関係） 

様式第６号（第５条関係） 

様式第７号（第５条関係） 

様式第８号（第５条関係） 

様式第９号（第７条関係） 

 


